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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
昇降モジュールであって、
この昇降モジュールが、以下のもの、すなわち
基底部材（２１０）を含む固定部品（２００）と、
回転装置であって、この回転装置が、回転可能でかつ垂直方向に可動に、前記基底部材（
２１０）上に形成された、シャフト部材（２２０）と連結された回転装置（３００）と、
昇降装置であって、この昇降装置が、前記回転装置（３００）および案内部材（２３０）
と接続しており、前記昇降装置が、回転装置（３００）の回転運動および上下方向での運
動により駆動され、固定部材（２００）上に形成された案内部材（２３０）上に沿って上
下に移動する昇降装置（４００）と、
駆動装置であって、この駆動装置が、回転装置（３００）を回転するために、回転装置（
３００）と昇降装置（４００）に同軸に連結している駆動装置（５００）とを備えており
、駆動装置（５００）が、一つあるいは複数の永久磁石を備え、かつ回転装置（３００）
に形成されたロータ（５１０）と、昇降装置（４００）に形成され、かつ電力が供給され
た際に磁力によりロータ（５１０）を回転させるステータを備えていることを特徴とする
昇降モジュール。
【請求項２】
回転装置（３００）が、固定円環部材（６１０）と回転円環部材（６２０）を含む回転連
結部材（６００）により昇降装置（４００）に接続することができ、回転円環部材の一方
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の端部は回転するように固定円環部材と接続しており、他方の端部が回転装置と接続して
おり、かつ回転装置と共に回転することを特徴とする請求項１記載の昇降モジュール。
【請求項３】
昇降装置（４００）が、案内部材（２３０）と連結した固定部材（７１０）、および可動
部材（７２０）を含む昇降連結部材（７００）により、案内部材（２３０）に接続するこ
とができ、可動部材の一方の端部が可動な方法で固定部材（７１０）と連結し、他方の端
部が昇降装置（４００）と連結していることを特徴とする請求項２に記載の昇降モジュー
ル。
【請求項４】
回転装置（３００）が、回転可能でかつ垂直に移動可能な方法でシャフト部材（２２０）
と連結した回転部材（３１０）を備えていることを特徴とする請求項２に記載の昇降モジ
ュール。
【請求項５】
昇降装置（４００）が、固定円環部材（６１０）と可動部材（７２０）に接続した昇降部
材を備えていることを特徴とする請求項３に記載の昇降モジュール。
【請求項６】
昇降モジュールが、昇降装置（４００）と連結され、かつ昇降装置（４００）の移動距離
を測定する測定装置（８００）を備えていることを特徴とする請求項１に記載の昇降モジ
ュール。
【請求項７】
駆動装置（５００）が故障した場合に、昇降装置（４００）が自重で落下するのを防ぐ落
下防止装置（９００）を備えていることを特徴とする請求項１に記載の昇降モジュール。
【請求項８】
昇降装置が、装置基部（２０）と、請求項１～７のいずれか一つに記載の一つあるいは複
数の昇降モジュール（１００）と、この昇降モジュール（１００）に含まれる昇降装置（
４００）の最上部に固定された昇降チャック（３０）とを備えている
ことを特徴とする昇降装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水平姿勢を維持している、ＬＣＤあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部材を
担持しながら昇降することができる昇降モジュールと、この昇降モジュールを使用してい
る昇降装置に関する。さらに本発明は、簡単な構造のパネル部材を昇降させ、パネルの水
平姿勢を容易に制御し、重量のあるパネルを所望の位置まで正確に昇降させる昇降モジュ
ール、及びこの昇降モジュールを使用している昇降装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＣＤあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部材の製造工程において、パネルは例えば表
面検査のために水平姿勢で昇降される。
【０００３】
　従来、水平姿勢でパネル部材を昇降させる昇降装置は、一つあるいは複数の昇降モジュ
ールを使用する。このような昇降モジュールでは、昇降部材の傾斜面は、昇降モジュール
を昇降させるために、ステッピングモータあるいはサーボモータにより固定部材の傾斜面
に沿って移動する。言い換えると、昇降モジュールは昇降運動のために楔形状である。
【０００４】
　楔形状の昇降モジュールは、数多くの力伝達部品を使用して、ステッピングモータある
いはサーボモータ回転運動を昇降部材の直線的で垂直な運動に変換するために複雑な構造
を有する。このような複雑な構造により、昇降運動および位置決めの正確な制御は困難に
なる。
【０００５】
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　さらに、前述の一つあるいは複数の昇降モジュールを備えた昇降装置には、ＬＣＤある
いはＬＥＤパネルなどのパネル部材の水平姿勢（高さ）を制御する点で難しさがある。さ
らに、このような昇降モジュールには、ＬＣＤあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部材の
昇降位置を正確に制御する面でも難しさがある。
【０００６】
　他方、テレビなどのフラットパネルディスプレイのスクリーンが、広くなるにつれてデ
ィスプレイエリアに使用されるＬＣＤあるいはＬＥＤパネルも大きくなっている。結果と
して、ＬＣＤあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部材の重量も増大している。しかし、前
述した、従来の楔型昇降モジュール及びこの昇降モジュールを使用した昇降装置にとって
、ちょうど所望の位置で重量のあるＬＣＤあるいはＬＥＤパネルを水平姿勢に保つことは
困難である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、従来の昇降モジュール及びこの昇降モジュールを使用している昇降装
置の必要条件および／または問題を解決することである。
【０００８】
　本発明の一課題は、簡単な構造の、垂直方向に上昇および下降することができる昇降モ
ジュール及びこの昇降モジュールを使用している昇降装置を提供することである。
【０００９】
　本発明の別の課題は、パネル部材の水平方向の姿勢の簡単な制御を可能にすることであ
る。
【００１０】
　さらに本発明の別の課題は、水平方向の姿勢を維持している重いパネル部材の昇降を可
能にすることである。
【００１１】
　さらに本発明の別の課題は、高さの所望な位置まで重いパネル部材を正確に昇降させる
のを可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　少なくとも一つの上記の技術的課題を解決するための本発明の実施形態に関連した、昇
降モジュール及び昇降モジュールを使用した昇降装置は、以下に記載した特徴を備えるこ
とができる。
【００１３】
　本発明の主たる課題により、簡単な構造により、直接パネル部材を昇降させ、パネル部
材の水平姿勢を容易に制御し、かつ重量のあるパネル部材の位置を正確に制御することが
できる。
【００１４】
　本発明による昇降モジュールは、基底部材を含む固定部品と、
　回転装置であって、この回転装置が、回転可能でかつ垂直方向に可動に、前記基底部材
上に形成された、シャフト部材と連結された回転装置と、
　昇降装置であって、この昇降装置が、前記回転装置および案内部材と接続しており、前
記昇降装置が、回転装置の回転運動および上下方向での運動により駆動される固定部材上
に形成された案内部材上に沿って上下に移動する昇降装置と、
　駆動装置であって、この駆動装置が、回転装置を駆動するために、回転装置と昇降装置
に連結している駆動装置とを備えている。
【００１５】
　このような構成において、回転装置は、固定円環部材と回転円環部材を含む回転連結部
材により昇降装置に接続することができ、回転円環部材の一方の端部は回転するように固
定円環部材と接続しており、他方の端部は回転装置と接続しており、かつ回転装置と共に
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回転する。
【００１６】
　このような構成において、昇降装置は、案内部材と連結した固定部材、および可動部材
を含む昇降連結部材により、案内部材に接続することができ、可動部材の一方の端部は可
動な方法で固定部材と連結し、他方の端部は昇降装置と連結している。
【００１７】
　さらに、回転装置は回転可能でかつ垂直に移動可能な方法でシャフト部材上に形成され
た回転部材を備えている。
【００１８】
　さらに、シャフト部材はボールネジで、回転部材はボールネジナットであってもよい。
【００１９】
　さらに、回転装置は、回転部材と回転円環部材を接続する一つあるいは複数の連結部材
を備えることができる。
【００２０】
　さらに、昇降装置は、固定円環部材と可動部材に接続した昇降部材を備えることができ
る。
【００２１】
　さらに、昇降部材は、シャフト部材と回転装置が配置されている貫通孔により形成され
ていてもよい。
【００２２】
　さらに、昇降装置は昇降部材に接続した昇降プレートを備えることができる。
【００２３】
　さらに、昇降部材は磁性部材を備えることができる。
【００２４】
　さらに、駆動装置は、回転装置に設けられ、かつ一つあるいは複数の永久磁石を備えた
ロータと、昇降装置に設けられ、かつ電力が供給された際に磁力によりロータを回転させ
るステータを備えることができる。
【００２５】
　さらに、本発明は昇降装置と連結されることにより、昇降装置の上下方向の移動距離を
測定する測定装置を備えることができる。
【００２６】
　さらに、測定装置は、基底部材から特定の間隔をおいて規定部材と連結した手動の調整
ユニットと、この手動の調整ユニットと接続したエンコーダと、エンコーダに接続した昇
降装置に接続したスケール部材を備えることができる。
【００２７】
　さらに、非動作時に、昇降装置が自重で落下するのを防げるように構成された落下装置
をさらに設けることができる。
【００２８】
　さらに、落下防止装置は、自重による昇降装置の落下を検出するための各々案内部材と
昇降装置に取付けられた落下検出センサと、基底部材に形成され、かつ自重で落下した場
合に、昇降装置をクランプするために落下検出センサと接続したクランプユニットを備え
ることができる。
【００２９】
　本発明による昇降装置は、装置基部と、この装置基部に設けられた一つあるいは複数の
昇降モジュールと、この昇降モジュールに含まれる昇降装置に固定された昇降チャックと
を備えることができる。
【００３０】
　この場合、昇降チャックは昇降装置に取付けられ、かつ磁力で固定されている。
【００３１】
　さらに、昇降チャックは、昇降装置に含まれる昇降部材に固定された補助取付部材を備
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えることができる。
【００３２】
　さらに、昇降部材は高さ制御突出部により形成することができ、少なくとも幾つかの高
さ制御突出部が挿入される一つあるいは複数の高さ制御溝は、補助取付部材上に形成する
ことができる。
【００３３】
　さらに、高さ制御突出部は球の一部である形状で昇降部材の中央最上部に形成されてお
り、高さ制御溝は、高さ制御突出部の位置に対応する補助取付部材の底部に形成すること
ができる。
【００３４】
　さらに、高さ制御溝は複数で形成することができ、高さ制御溝の少なくとも一つは、高
さ制御突出部の形状に対応する形状を有しており、高さ制御溝の少なくとも一つは、高さ
制御突出部が前後方向にだけ動くことができる形状を有しており、高さ制御溝の少なくと
も一つは、高さ制御突出部が左右にだけ動くことができる形状を有しており、高さ制御溝
の少なくとも一つは、高さ制御突出部が全方向に動くことができる形状を有している。
【００３５】
　さらに、昇降チャックは特定の間隙でもって昇降装置上に取付けることができる。
【００３６】
　以上記載した本発明の実施形態によれば、ＬＣＤあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部
材は、簡単な気候で昇降することができ、昇降装置は回転装置と接続しており、かつ回転
装置により駆動されており、この回転装置は、駆動装置によりシャフト部材上で回転して
いる間、上下方向に移動することができる。
【００３７】
　さらに、本発明の実施形態はパネル部材の高さを制御することができる。
【００３８】
　さらに、本発明の実施形態は高さを維持している重量のあるパネル部材を昇降させこと
ができる。
【００３９】
　さらに、本発明の実施形態は重量のあるパネル部材を所望の位置まで正確に昇降させこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明による昇降モジュールの実施形態の斜視図である。
【図２】本発明による昇降モジュールの実施形態の分解斜視図である。
【図３】図１のＡ－Ａ’線から見た横断面図である。
【図４ａ】本発明の昇降モジュールの実施形態の測定装置の拡大斜視図である。
【図４ｂ】図４ａの分解斜視図である。
【図５ａ】本発明の昇降モジュールの実施形態の落下防止装置拡大した斜視図である。
【図５ｂ】図５ａの分解斜視図である。
【図６】作動状態で示した、本発明による昇降モジュールの実施形態の斜視図である。
【図７】作動状態で示した、本発明による昇降モジュールの実施形態の横断面図である。
【図８】本発明による昇降装置の実施形態の斜視図である。
【図９】本発明による昇降装置の実施形態の分解斜視図である。
【図１０】作動状態で示した、本発明による昇降装置の実施形態の斜視図である。
【図１１】本発明による昇降装置の実施形態の昇降チャックの下面図である。
【図１２】本発明による昇降装置の実施形態の拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００４１】
　本発明の特徴を理解するのを助けるために、本発明の実施形態と関係した、昇降モジュ
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ールと昇降モジュールを使用した装置は、ここでは以下にさらに付加えた詳細において説
明する。
【００４２】
　ここで以下に説明した典型的な実施形態は、本発明の技術的特性を示すために実施形態
の適合性により選んであり、かつ本発明の技術的特性及び特徴を限定するのでなく、本発
明の実施を例証するものである。本発明の範囲から外れずに吟味した典型的な実施形態に
対して様々な変更及び追加をすることができる。従って、本発明の範囲は、それの全ての
同等のものと共に、請求項の範囲に含まれるような、このような代替、変更および変形の
全てを包含する。以下に記載した典型的実施形態を理解するのを助けるために、同じ付番
規定を添付した図すべてに一貫して適用し、関連した構成要素／部品は、同一かあるいは
範囲を拡大した図で示してある。
【００４３】
　本発明の実施形態により、パネル部材を簡単な構造でもって直接上げ下げすること、パ
ネル部材の水平方向の姿勢を簡単に制御すること、並びに重量のあるパネル部材の位置を
正確に制御することが基本的に可能になる。
【００４４】
　図２及び図３の実施形態に示したように、本発明による昇降モジュール（１００）は、
固定部品（２００）、回転装置（３００）、昇降装置（４００）および駆動装置（５００
）から成っていてもよい。
【００４５】
　さらに固定部品（２００）は、図１～３の実施形態に示したように、基底部材（２１０
）を備えていてもよい。基底部材（２１０）は明確には限定されておらず、基礎の機能性
を備えた昇降モジュール（１００）を提供できる何れかのものであってもよい。
【００４６】
　図２及び図３の実施形態に示したように、基底部材（２１０）はシャフト部材（２２０
）を備えることができ、さらに回転可能であり、かつ垂直方向に移動可能な方法で後で説
明されるべき回転装置（３００）を備えることができる。シャフト部材（２２０）は、実
施形態のための図に示したように、シャフト支持部材（２２１）を使用して基底部材（２
１０）上に形成されていてもよい。
【００４７】
　すなわち、シャフト支持部材（２２１）は、図２及び図３の実施形態に示したように、
ボルトなどを使用して基底部材（２１０）上に形成されていてもよい。加えて、シャフト
部材（２２０）は、シャフト支持部材（２２１）内に挿入され、かつボルト止めあるいは
類似の方法で固定されたその一方の端部を有することにより基底部材（２１０）上に形成
されていてもよい。上記の規定にもかかわらず、基底部材（２１０）上にシャフト部材（
２２０）を実現する設計は、ここで例示された実施形態に限定されず、同等な機能性を備
えた如何なる一般的な公知の設計であってもよい。
【００４８】
　シャフト部材（２２０）はボールネジであってもよい。しかしシャフト部材（２２０）
はボールネジに限定されず、後で説明されるべき回転装置（３００）が、回転可能でかつ
垂直方向に移動可能な方法で連結されてもよい。
【００４９】
　図２及び図３の実施形態に示したように、シャフト部材（２２０）は、後で説明する、
回転装置（３００）の移動距離を限定する一つあるいは複数のストッパ部材（２２２）を
備えていてもよい。
【００５０】
　図２及び図３の実施形態に示したように、シャフト部材（２２０）は、前述のとおりシ
ャフト支持部材（２２１）に対してボルト止めされることにより、あるいは類似の方法に
より、シャフト部材（２２０）の一方の側に形成されてもよい。従って、シャフト部材（
２２０）上での回転装置（３００）の下降距離は限定されることがある。
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【００５１】
　加えて図２及び図３の実施形態に示したように、ストッパ支持部材（２２３）は、ボル
ト止めされることにより、あるいは類似の方法により、シャフト部材（２２０）の他方の
側に設けられていてもよい。加えて前記図に示したように、他方のストッパ部材（２２２
）は、ボルト止めか類似の方法により、ストッパ支持部材（２２３）に固定されており、
かつシャフト部材（２２０）に設けられていてもよい。従って、シャフト部材（２２０）
上での回転装置（３００）の上昇距離は限定されることがある。
【００５２】
　さらに、回転装置（３００）の昇降距離は、シャフト部材（２２０）に両端部に設けら
れたストッパ部材（２２２）により限定されることがある。
【００５３】
　図１～３の実施形態に示したように、基底部材（２１０）は、後で説明する昇降装置（
４００）の運動を案内する案内部材（２３０）を備えていてもよい。案内部材（２３０）
は、特定の構造に限定されず、昇降装置（４００）の運動を案内できる如何なる公知の装
置であってもよい。
【００５４】
　図２及び図３の実施形態に示したように、回転装置（３００）は、前述のとおり固定部
品（２００）の基底部材（２１０）上に形成されたシャフト部材（２２０）上に形成され
てもよい。この目的で、回転装置（３００）は、これらの図の実施形態に示したように、
回転部材（３１０）を備えていてもよい。
【００５５】
　図２及び図３の実施形態に示したように、回転部材（３１０）は、回転可能でかつ垂直
方向に移動可能な方法でシャフト部材（２２０）上に形成されていてもよい。前述のとお
り、シャフト部材（２２０）がボールネジであると、回転部材（３１０）はボールネジ上
で回転し、かつ垂直に移動することができるボールネジナットであってもよい。しかし、
回転部材（３１０）はボールネジに限定されず、回転可能でかつ垂直方向に移動可能な方
法でシャフト部材（２２０）と連結できる如何なる公知の装置であってもよい。
【００５６】
　さらに図２及び図３の実施形態に示したように、回転装置（３００）は一つあるいは複
数の連結部材（３２０，３３０）を備えている。連結部材（３２０，３３０）は、前述し
た回転部材（３１０）と円環部材（６２０）に接続しており、後述する回転する連結部材
（６００）に含まれているこの円環部材（６２０）は、回転装置（３００）と昇降装置（
４００）に接続している。
【００５７】
　図２及び図３の実施形態に示したように、連結部材（３２０，３３０）は、第一の連結
部材（３２０）と第二の連結部材（３３０）を備えていてもよい。第一の連結部材（３２
０）は、前述のとおり回転部材（３１０）に接続できる。その結果、図６及び７の示した
ように、第一の連結部材（３２０）と回転部材（３１０）は、後述する駆動装置（５００
）により駆動される、シャフト部材（２２０）上で回転し、かつ上下に移動できる。
【００５８】
　この目的で図２及び図３の実施形態に示したように、回転可能でかつ垂直方向に移動可
能な方法でシャフト部材（２２０）上に形成された回転部材（３１０）は、第一の連結部
材（３２０）内に形成された貫通孔内に挿入され、かつボルト止めか類似の方法により第
一の連結部材（３２０）に連結することができる。上記の規定にもかかわらず、回転部材
（３１０）を第一の連結部材（３２０）と連結する構造は、ここで例示された実施形態に
限定されず、同等な機能性を備えた如何なる公知の設計であってもよい。
【００５９】
　図２及び図３の実施形態に示したように、第二の連結部材（３３０）は、第一の連結部
材（３２０）と後述する回転円環部材（６２０）に接続することができる。この目的で、
これらの図の実施例に示したように、第二の連結部材（３３０）は、環状の形状であって
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もよい。さらに、環状の第二の連結部材（３３０）の内周面は、これらの図の実施形態に
示したように、ボルト止めか類似の方法により第一の連結部材（３２０）の最上部に接続
することができる。さらに、環状の連結部材（３３０）の外周面は、ボルト止めか類似の
方法により回転円環部材（６２０）の最上部に接続できる。
【００６０】
　上記の規定にもかかわらず、第二の連結部材（３３０）の形状と、第一の連結部材（３
２０）及び円環部材（６２０）に接続された第二の連結部材（３３０）のの輪郭は、ここ
で例示された実施形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何なる公知の設計であって
もよい。
【００６１】
　結果として、第一の連結部材（３２０）と一緒に図６及び７に示したように、第二の連
結部材（３３０）と回転部材（３１０）は、後述する駆動装置（５００）に駆動されるシ
ャフト部材（２２０）上で回転し、かつ上下に移動できる。さらに、第二の連結部材（３
３０）と接続された回転円環部材（６２０）も回転し、かつかつ上下に移動できる。結果
として、これらの図に示したように、回転円環部材（６２０）が回転可能な方法で接続さ
れた、固定された円環部材（６１０）は、上下に移動することができ、固定された円環部
材（６１０）に接続された昇降装置（４００）は、上下に移動することができる。
【００６２】
　昇降装置（４００）は、前述のとおり回転装置（３００）の回転運動により駆動される
、前述のとおり固定部材（２００）上に形成された案内部材（２３０）に沿って上下に移
動できるように、回転装置（３００）と案内部材（２３０）に接続することができる。
【００６３】
　この目的で、昇降装置（４００）は、図２と３の実施形態で示したとおり、昇降部材（
４１０）を備えていてもよい。図示したように、昇降部材（４１０）は、後述されるべき
回転連結部材（６００）に含まれる固定された円環部材（６１０）、および案内部材（２
３０）に昇降装置（４００）を接続する、後述される昇降連結部材（７００）内に含まれ
る可動部材（７２０）と接続することができる。
【００６４】
　図６及び７に示した通りのこのような輪郭によって、回転装置（３００）が回転し、駆
動装置（５００）により駆動されるシャフト部材（２２０）に沿って上下に移動すると、
昇降部材（４１０）は案内部材（２３０）に沿って上下に移動することができる。
【００６５】
　図２及び図３の実施形態に示したように、昇降部材（４１０）は貫通孔により形成され
てもよい。図の実施形態に示したように、昇降部材（４１０）の貫通孔内には、基底部材
（２１０）上に形成されたシャフト部材（２２０）と、シャフト部材（２２０）上で回転
し、かつ上下に移動する回転装置（３００）とがあってもよい。この輪郭により、昇降モ
ジュール（１００）の設計は簡素化でき、その大きさを縮小することができる。
【００６６】
　さらに昇降装置（４００）は、図２及び図３の実施形態に示したように、昇降部材（４
２０）を備えていてもよい。昇降部材（４２０）は、図の実施形態に示したように、昇降
部材（４１０）に接続できる。図の実施形態に示したように、昇降部材（４２０）は、ボ
ルト止めか類似の方法により、昇降部材（４１０）に接続できる。上記の規定にもかかわ
らず、昇降部材（４１０）に昇降部材（４２０）を接続する設計は、ここで例示された実
施形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何なる一般的な公知の設計であってもよい
。
【００６７】
　前述のようなおよび図６と７に示したようなこのような輪郭によって、昇降装置（４０
０）の昇降部材（４１０）が上下に移動すると、昇降部材（４２０）が昇降部材（４１０
）と一緒に上下に移動することができる。
【００６８】
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　図１～３の実施形態に示したように、昇降部材（４２０）は磁石部材（４３０）を備え
ていてもよい。図の実施形態に示したように、昇降部材（４２０）はボルト止めか類似の
方法により、磁石支持部材（４２１）を備えていてもよい。磁石部材（４３０）は、磁石
支持部材（４２１）により昇降部材（４２０）に取付けられている。上記の規定にもかか
わらず、磁石部材（４３０）を昇降部材（４２０）に取付ける設計は、ここで例示された
実施形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何なる一般的な公知の設計であってもよ
い。
【００６９】
　昇降部材（４２０）に設けられる磁石部材（４３０）は、例えば永久磁石であってもよ
い。上記の規定にもかかわらず、昇降部材（４２０）の磁石部材（４３０）は、ここで例
示された実施形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何なる一般的な公知の設計であ
ってもよい。
磁石部材（４３０）を使用して、図８及び９の実施形態に示したように、本発明による一
つあるいは複数の昇降モジュール（１００）を使用している昇降祖相知を提供した場合、
昇降チャック（３０）は磁力により昇降部材（４２０）に固定できる。その結果、昇降チ
ャック（３０）は、昇降部材（４２０）に簡単に固定できる。
【００７０】
　図２及び図３の実施形態に示したように、回転装置（３００）は、固定円環部材（６１
０）と回転部材（６２０）を含む回転連結部材（６００）により昇降装置（４００）に接
続することができる。
【００７１】
　図２及び図３の実施形態に示したように、固定円環部材（６１０）は環状の形状で形成
できる。さらに固定円環部材（６１０）は、ボルト止めか類似の方法により、前述し、か
つ図の実施例に示した、昇降装置（４００）、さらに好ましくは昇降装置（４００）の昇
降部材（４００）に取付けることができる。
【００７２】
　図２及び図３の実施形態に示したように、回転円環部材（６２０）も環状の形状で形成
できる。さらにこれらの図の実施形態に示したように、回転円環部材（６２０）の側面が
、さらに好ましくは回転円環部材（６２０）の外周面が、回転可能な方法で固定円環部材
（６１０）の内周面と接続されてもよい。例えば、回転円環部材（６２０）の外周面は、
固定円環部材（６１０）の内周面に挿入され、複数のローラが回転円環部材（６２０）の
外周面と固定円環部材（６１０）の内周面の間に設けられ、回転円環部材（６２０）の外
周面は回転可能な方法で固定円環部材（６１０）の内側に取付けられる。
【００７３】
　図３の実施形態に示したように、回転円環部材（６２０）の他方の側、特に回転円環部
材（６２０）の最上部は、回転装置（３００）に接続でき、例えば図の実施形態では、回
転装置（３００）の第二の連結部材（３３０）の外周面に接続することができる。図６と
７の実施形態に示したような輪郭により、回転装置（３００）が回転すると、回転円環部
材（６２０）が回転することができる。
【００７４】
　現在の構成の回転連結部材（６００）は、例えばクロスローラリングであってもよい。
しかし、回転連結部材（６００）の構成は、ここで例示された実施形態に限定されず、回
転装置（３００）を昇降装置（４００）に接続できる如何なる一般的な公知の設計であっ
てもよい。
【００７５】
　図６と７に示したような、このような構成により、回転装置（３００）がシャフト部材
（２２０）上で回転し、かつ上下に移動する際に、昇降装置（４００）は回転し、かつ上
下に移動することができる。さらに特に、回転装置（３００）が、後述する駆動装置（５
００）により駆動されるシャフト部材（２２０）上で回転し、かつ上下に移動する際に、
回転装置（３００）に接続された回転円環部材（６２０）も回転し、かつ上下に移動する
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ことができる。結果として、固定円環部材（６１０）は上下に移動することができ、固定
円環部材（６１０）と接続された昇降部材（４１０）と、昇降部材（４１０）と接続され
た昇降板（４２０）も上下に移動することができる。従って、昇降装置（４００）は、シ
ャフト部材（２２０）上での回転装置（３００）の回転運動及び上下運動により上下に移
動することができる。
【００７６】
　さらに図２及び図３の実施形態に示したように、昇降装置（４００）は、可動部材（７
２０）を含む昇降連結部材（７００）により、固定部材（７１０）及び案内部材（２３０
）に接続することができる。
【００７７】
　図２及び図３の実施形態に示したように、固定部材（７１０）は案内部材（２３０）に
接続することができる。これらの図の実施形態に示したように、固定部材（７１０）は、
ボルト止めか類似の方法によりそして案内部材（２３０）に接続することができる。従っ
てこれらの図の実施形態に示したように、可動部材（７２０）の一方の端部は、可動な方
法で固定部材（７１０）に接続することができる。例えば、可動部材（７２０）の一方の
側は、滑り運動を可能にする方法で固定部材（７１０）に挿入することができ、複数のロ
ーラあるいはボールは、可動部材（７２０）の一方の側と固定部材（７１０）の間に設け
られており、従って可動部材（７２０）の一方の側は、可動な方法で固定部材（７１０）
に接続することができる。
【００７８】
　可動部材（７２０）の他方の側は、昇降装置（４００）に、例えば図２及び図３の実施
形態に示したように、ボルト止めか類似の方法により、昇降装置（４００）の昇降部材（
４１０）に接続することができる。
【００７９】
　本構成の昇降連結部材（７００）は、例えばクロスローラ案内部あるいはクロスボール
案内部であってもよい。しかし、昇降連結部材（７００）の構成は、ここで例示された実
施形態に限定されず、昇降装置（４００）を案内部材（２３０）に接続できる如何なる一
般的な公知の設計であってもよい。
【００８０】
　図６及び７に示したように、上記のような昇降連結部材（７００）のこのような構成に
より、昇降装置（４００）がシャフト部材（２２０）上で回転装置（３００）の回転によ
り上下に移動すると、昇降装置（４００）は案内部材（２３０）上で上下に移動すること
ができる。昇降装置（４００）、特に昇降装置（４００）の昇降部材（４１０）が上下に
移動すると、昇降部材（４１０）に接続された可動部材（７２０）は固定部材（７１０）
に沿って上下に移動することができる。従って、昇降部材（４１０）は、移動の垂直軸線
から逸れることなく上下に移動することができる。
【００８１】
　駆動装置（５００）は、回転させるための回転装置（３００）を駆動するために、回転
装置（３００）と昇降装置（４００）に連結することができる。この目的で、駆動装置（
５００）は、図２及び図３の実施形態に示したように、ロータ（５１０）とステータ（５
２０）を備えていてもよい。
【００８２】
　ロータ（５１０）は回転装置（３００）に、図３に示した実施形態では回転装置（３０
０）の第一の連結部材（３２０）に設けることができる。この図の実施形態に示した通り
、ロータ（５１０）は環状の形状であり、かつ第一の連結部材（３２０）の底部に挿入さ
れることにより第一の連結部材（３２０）に設けられている。上記の規定にもかかわらず
、第一の連結部材（３２０）と連結している形状ならびに構造は、ここで例示された実施
形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何なる一般的な公知の形状および構造であっ
てもよい。
【００８３】
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　ロータ（５１０）は一つあるいは複数の永久磁石を備えていてもよい。ロータ（５１０
）と共に構成された永久磁石は磁力を発生することができる。
【００８４】
　ステータ（５２０）は、図２及び図３の実施形態に示したように、昇降装置（４００）
共に構成されている。図の実施形態に示した通り、ステータ（５２０）は昇降部材（４１
０）の貫通孔に挿入されることにより昇降装置（４００）の昇降部材（４１０）に設ける
ことができる。上記の規定にもかかわらず、昇降装置（４００）上にステータ（５２０）
を実装する設計は、ここで例示された実施形態に限定されず、同等な機能性を備えた如何
なる一般的に公知の設計であってもよい。
【００８５】
　さらに、ステータ（５２０）は電力で利用される場合にロータ（５１０）を回転させる
ように構成することができる。ステータ（５２０）は、例えばコイルを備えていてもよい
。従ってステータ（５２０）が利用される場合に、電流はコイルを流れて磁力を発生する
。ロータ（５１０）は、ロータ（５１０）内の永久磁石の磁力とステータ（５２０）内で
発生する磁力の相互作用によって回転することができる。
【００８６】
　駆動装置（５００）のこのような構成は、トルクモータの構成であってもよい。トルク
モータは速度に対して逆の比率で高トルクを発生する。従って、昇降モジュールと昇降装
置よりも重いプレート部材を動かす一つの昇降モジュールと昇降装置は、従来のステップ
ピングモータあるいはサーボモータを使用して複数の昇降モジュールと昇降装置により動
かすことができる。
【００８７】
　前述のように、直接の垂直運動は、ある程度簡単な構造で実現でき、この構造において
、昇降装置（４００）は、シャフト部材（２２０）上で駆動装置（５００）により直接回
転しかつ上下に移動する回転装置（３００）に接続している。
【００８８】
　本発明による昇降モジュール及び装置は、直接上下に移動することができるので、エネ
ルギー効率は、高トルクを発生するトルクモータを使用することにより重いプレート部材
を扱うことができる。
【００８９】
　結果として、本発明による昇降モジュール及び装置は、重いプレート部材を所望の位置
まで正確に昇降させることができる。
【００９０】
　さらに本発明による昇降モジュール（１００）は、図２及び３に示したように測定装置
（８００）を備えていてもよい。測定装置（８００）は昇降装置（４００）の移動距離を
測定できる。この目的で測定装置（８００）は、図４ａおよび４ｂの実施形態に示したよ
うに手動調整ユニット（８１０）、エンコーダ（８２０）及びスケール部材（８３０）を
備えていてもよい。
【００９１】
　手動調整ユニット（８１０）は、図４ａおよび４ｂの実施形態に示したように、基底部
材（２１０）から一定の間隔をおいて基底部材（２１０）に接続することができる。この
目的で手動調整ユニット（８１０）は、図示した実施形態に示したように、ボルト止めか
類似の方法により、基底部材（２１０）に接続された調整ユニット支持部材（８１１）に
接続することができる。
【００９２】
　手動調整ユニット（８１０）は、後述されるエンコーダ（８２０）の高さの手動調整を
可能にするように構成することができる。手動調整ユニット（８１０）の構成は、特定の
設計に限定されず、エンコーダ（８２０）の高さの手動調整を可能にする如何なる公知の
設計であってもよい。
【００９３】
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　エンコーダ（８２０）は、図４ａおよび４ｂの実施形態に示したように、手動調整ユニ
ット（８１０）に接続することができる。昇降装置（４００）の移動距離は、エンコーダ
（８２０）と後述するスケール部材（８３０）により測定することができる。エンコーダ
（８２０）の構成は、特定の設計に限定されず、昇降装置（４００）の移動距離を測定で
きる如何なる公知の設計であってもよい。
【００９４】
　スケール部材（８３０）は、図４ａおよび４ｂに示したように、昇降装置（４００）に
接続することができ、かつエンコーダ（８２０）に連結することができる。図の実施形態
に示した通り、昇降装置（４００）の昇降部材（４１０）に接続することができる。図の
実施形態に示した通り、スケール部材（８３０）は、ボルト止めか類似の方法により、昇
降部材（４１０）に接続することができる。上記の規定にもかかわらず、スケール部材（
８３０）と昇降部材（４１０）の間の接続の設計は、ここで例示された実施形態に限定さ
れず、同等な機能性を備えた如何なる一般的に公知の設計であってもよい。
さらにスケール部材（８３０）は、前述したエンコーダ（８２０）により読み取ることが
できる目盛を備えることができる。例えば、目盛はマイクロメータユニットに付すことが
できる。このようにして、昇降装置（４００）の移動距離は測定でき、かつマイクロメー
タスケールで制御できる。従って正確な運動制御を行うことができる。
【００９５】
　スケール部材（８３０）の構成は、特定の設計に限定されず、前述のエンコーダ（８２
０）と連結することにより、昇降装置（４００）の移動距離を測定できる如何なる公知の
設計であってもよい。
【００９６】
　この構成により、図６及び７に示したように、昇降部材（４１０）が上下に移動すると
スケール部材（８３０）は、昇降装置（４００）の昇降部材（４１０）と一緒に上あるい
は下に移動できる。エンコーダ（８２０）は、スケール部材（８３０）の移動距離を測定
し、かつ昇降装置（４００）の昇降部材（４１０）の移動距離を決定することができる。
例えばエンコーダ（８２０）は、スケール部材（８３０）の目盛を読むことにより、昇降
装置（４００）の昇降部材（４１０）の移動距離を測定できる。
【００９７】
　さらに、図８及び９の実施形態に示したように、本発明により一つあるいは複数の昇降
モジュール（１００）を使用して、昇降装置（１０）を構成した場合、昇降チャック（３
０）の高さは、昇降モジュール（１００）の昇降部材（４１０）の垂直運動により制御す
ることができる。さらに、エンコーダ（８２０）の高さは、昇降モジュール（１００）の
昇降部材（４１０）の位置がスケール部材（８３０）のゼロ位置になるように、手動の調
整ユニット（８１０）により調整できる。結果として、昇降チャック（３０）の高さは、
特別な調整をすることなく、昇降モジュール（１００）の昇降部材（４２０）上に昇降チ
ャック（３０）を取付けることにより実現できる。
【００９８】
　さらに本発明による昇降モジュール（１００）は、図５ａ及び５ｂの実施形態に示した
ような落下防止装置（９００）を備えていてもよい。落下防止装置（９００）は、先に述
べた駆動装置（５００）が機能しない場合に、例えばステータ（５２０）への電力供給が
できない場合に、昇降装置（４００）がその自重により落下するのを防止するように構成
することができる。この目的で、落下防止装置（９００）は、図５ａ及び５ｂの実施形態
に示したように、落下検出センサ（９１０，９２０）とクランプユニット（９３０）を備
えていてもよい。
【００９９】
　落下検出センサ（９１０，９２０）は、図５ａ及び５ｂの実施形態に示したように、各
々案内部材（２３０）と昇降装置（４００）に取付けることができる。すなわち、一方の
落下検出センサ（９１０）は案内部材（２３０）に取付けることができる。図の実施形態
に示したように、落下検出センサ（９１０）は案内部材（２３０）に接続された固定部材
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（７１０）に取付けることができる。
【０１００】
　さらに落下検出センサ（９１０）は、昇降装置（４００）に取付けることができる。他
方の落下検出センサ（９２０）は、図５ａ及び５ｂの実施形態に示したように、昇降装置
（４００）の昇降部材（４１０）に取付けることができる。先に述べたように、昇降装置
（４００）が駆動装置（５００）の故障のために、自重により落下した場合に、落下検出
センサ（９１０，９２０）がそれを検出する。
【０１０１】
　例えば、落下検出センサ（９１０，９２０）は、昇降装置（４００）の移動速度を検出
するように構成することができる。従って、昇降装置（４００）が駆動装置（５００）に
より駆動された時の速度よりも速い速度で降下すると、落下検出センサ（９１０，９２０
）はそれを検出する。その結果として、昇降装置（４００）の自重による故障は検出でき
ることになる。
【０１０２】
　しかし、昇降装置（４００）の自重による故障を検出する落下検出センサ（９１０，９
２０）の構成は、ここで例示された実施形態に限定されず、昇降装置（４００）の自重に
よる故障を検出できる如何なる公知の設計であってもよい。
【０１０３】
　クランプユニット（９３０）は、図５ａ及び５ｂの実施形態に示したように、基底部材
（２１０）上に形成できる。図示したように、クランプユニット（９３０）はユニット支
持部材（９３１）に接続でき、かつ基底部材（２１０）上に形成できる。さらに、クラン
プユニット（９３０）は図の実施形態に示したように、前述の落下検出センサ（９１０，
９２０）に接続することができる。
【０１０４】
　このように、クランプユニット（９３０）は、落下検出センサ（９１０，９２０）が先
に述べたように昇降装置（４００）の故障を検出した場合に、自重で落下する昇降装置（
４００）をクランプするように構成することができる。
【０１０５】
　この理由で、昇降装置（４００）、さらに特に昇降装置（４００）の昇降部材（４１０
）は、図５ａ及び５ｂの実施形態に示したように、ボルト止めか類似の方法により、クラ
ンプ部材（９３２）を備えることができる。自重による昇降装置（４００）の落下が、落
下検出センサ（９１０，９２０）により検出されると、クランプユニット（９３０）は、
昇降部材（４１０）のクランプ部材（９３２）をクランプすることができる。従って、昇
降装置（４００）は駆動装置（５００）の故障があっても自重による落下から守ることが
できる。
【０１０６】
　クランプ部材（９３２）をクランプするために、クランプユニット（９３０）は、例え
ば、圧縮空気が供給された場合にクランプ部材（９３２）を解除し、圧縮空気が供給され
ない場合はクランプ部材（９３２）をクランプするように構成することができる。しかし
、クランプユニット（９３０）の構成は、ここで例示された実施形態に限定されず、落下
検出センサ（９１０，９２０）を使用して自重による昇降装置（４００）の落下を検出し
、かつ昇降装置（４００）の落下を停止させるためにクランプ部材（９３２）をクランプ
することができる如何なる公知の設計であってもよい。
【０１０７】
　本発明による昇降装置（１０）は、図８及び９に示したように、装置基部（２０）、一
つあるいは複数の昇降モジュール（１００）および昇降チャック」（３０）を備えること
ができる。
【０１０８】
　図８及び９に示したように、装置基部（２０）は装置の基部を形成することができる。
これらの図の実施形態に示したように、装置基部（２０）はパネルであり、かつ本発明に
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よる昇降装置（１０）が使用される場所に設けられてもよい。装置基部（２０）の形状と
構成は、特定の形状および／または構成に限定されず、装置のための基部を提供でき、か
つ本発明による昇降装置（１０）が使用される場所に位置決めできる如何なる公知の形状
および／または構成であってもよい。
【０１０９】
　図の実施形態に示したように、昇降モジュール（１００）を装置基部（２０）の上に形
成することができる。図の実施形態に示したように、四つの昇降モジュール（１００）を
装置基部（２０）の上に形成することができる。さらに、四つの昇降モジュール（１００
）を装置基部（２０）の上に対称に配置することもできる。
【０１１０】
　四つの昇降モジュール（１００）を装置基部（２０）の上に対称に配置することにより
、昇降モジュール（１００）、特に水平位置での昇降装置（４００）の昇降部材（４２０
）に含まれる昇降装置（４００）の最上部に後述される昇降チャック（３０）を取付ける
ことが容易になる。言い換えれば、昇降モジュール（１００）の昇降装置（４００）およ
び固定して置かれるＬＣＤパネルあるいはＬＥＤパネルなどのパネル部材を動かす昇降チ
ャック（３０）の高さは容易に制御できる。
【０１１１】
　しかし、昇降モジュール（１００）の数量と装置基部（２０）上での昇降モジュールの
配設は、図の実施形態に示したように、対称に配置された四つの昇降モジュール（１００
）に限定されるものではなく、水平姿勢で昇降モジュール（１００）の昇降装置（４００
）の最上部に昇降チャック（３０）を取付け、かつ昇降チャック（３０）の高さを容易に
制御することができる、一つでもあるいは複数でも、いかなる数量であってもよく、かつ
いかなる配列方式であってもよい。
【０１１２】
　図８および９の実施形態に示したように、昇降モジュール（１００）は、ボルト止めあ
るいは類似の方法により装置基部（２０）上に置くことができる。すなわち、昇降モジュ
ール（１００）の基底部材（２１０）は、昇降モジュール（１００）が装置基部（２０）
上に形成できるように、ボルト止めあるいは類似の方法により装置基部（２０）と連結す
ることができる。
【０１１３】
　図８および９の実施形態に示したように、昇降チャック（３０）は昇降装置（４００）
の最上部に、特に昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）上に固定することができる。
この目的で、昇降チャック（３０）は磁力により昇降装置（４００）の最上部に固定でき
る。
【０１１４】
　すなわち前述のように、昇降部材（４２０）は、その磁力が昇降チャック（３０）を昇
降部材（４２０）にくっつけることができる磁性部材（４３０）を備えることができる。
結果として、昇降チャック（３０）は昇降部材（４２０）に容易に取付けることができる
。
【０１１５】
　図９の実施形態に示したように、昇降チャック（３０）は補助取付部材（３１）を備え
ていてもよい。図の実施形態に示したように、補助取付部材（３１）はボルト止めあるい
は類似の方法により昇降チャック（３０）に固定することができる。補助取付部材（３１
）は例えば磁力により、昇降モジュール（１００）に含まれる昇降装置（４００）の昇降
部材（４２０）に固定することができる。
【０１１６】
　すなわち前述のように、補助取付部材（３１）は磁性支持部材（４２１）により支持さ
れた磁性部材（４３０）により供給される磁力により、昇降モジュール（１００）に含ま
れる昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定することができる。
補助取付部材（３１）の形状は、昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）の形状に相当
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する。しかし、補助取付部材（３１）の形状は、図示した実施形態に限定されず、昇降モ
ジュール（１００）に容易に含まれる昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定す
ることができる如何なる形状であってもよい。
補助取付部材（３１）が昇降チャック（３０）に設けられ、かつ昇降チャック（３０）が
昇降モジュール（１００）に含まれる昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定さ
れた場合に、昇降チャック（３０）の材料がすべて磁性体ではないかもしれない。すなわ
ち、補助取付部材（３１）だけが磁性体であったとしても、昇降チャック（３０）は、昇
降モジュール（１００）に含まれる昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定でき
る。
【０１１７】
　前述したように、装置基部（２０）上に形成された昇降モジュール（１００）に含まれ
る昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定された昇降チャック（３０）により、
昇降モジュール（１００）の昇降装置（４００）は、昇降チャック（３０）の高さまで適
切に昇降することができる。さらに前述したように、昇降モジュール（１００）の測定装
置（８００）の手動調整ユニット（８１０）は、スケール部材（８３０）のゼロ点に位置
決めされるべきエンコーダ（８２０）を調整する。
【０１１８】
　この状態で、ＬＣＤあるいはＬＥＤなどのパネル部材は、昇降チャック（３０）に取付
けられるか、あるいは固定されている。さらに昇降チャック（３０）は、昇降モジュール
（１００）の駆動装置（５００）を使用して、同じ距離だけ昇降モジュール（１００）の
昇降装置（４００）により水平姿勢で上下に移動することができる。結果として、昇降チ
ャック（３０）に取付けられるかあるいは固定される、ＬＣＤパネルあるいはＬＥＤパネ
ルなどのパネル部材は、例えば表面検査のために所望の位置まで持上げることができる。
【０１１９】
　他方、昇降モジュール（１００）の昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）は、図１
及び３の実施形態に示したように、高さ制御突出部（４２２）により形成することができ
る。図の実施形態に示したように、高さ制御突出部（４２２）は、昇降部材（４２０）の
最上面の中央に形成することができる。さらにそれらの形状は、図の実施形態に示したよ
うに球体の一部であってもよい。
【０１２０】
　さらに図１１の実施形態に示したように、補助取付部材（３１）は一つあるいは複数の
高さ制御溝（３１ａ）により形成することができ、これらの溝内に、図１２の実施形態に
示したように、少なくとも幾つかの高さ制御突出部（４２２）が挿入されている。図の実
施形態に示したように、高さ制御溝（３１ａ）は、高さ制御突出部（４２２）の位置に対
応する補助取付部材（３１）の底面に形成することができる。
【０１２１】
　この構成により、昇降チャック（３０）は昇降部材（４２０）の最上部に容易に固定す
ることができる。すなわち、昇降チャック（３０）は、昇降モジュール（１００）に含ま
れる昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）上に形成された少なくとも幾つかの高さ制
御突出部（４２２）を、昇降チャック（３０）の補助取付部材（３１）上に形成された高
さ制御溝（３１ａ）内に挿入することにより容易に昇降部材（４２０）の最上部に固定で
きる。
【０１２２】
　図１１の実施形態に示したように、高さ制御溝（３１ａ）は、補助取付部材（３１）の
底面に複数形成することができる。さらに図の実施形態に示したように、少なくとも一つ
の高さ制御溝（３１ａ）は、高さ制御突出部（４２２）に対応する形状を有することがで
きる。すなわち、これらの溝の形状は、図の実施形態に示したように、球形凹部の一部で
あってもよい。
【０１２３】
　さらに図１１の実施形態に示したように、高さ制御溝（３１ａ）の少なくとも一つは、
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高さ制御突出部（４２２）が前後方向にだけ動ける形状を有することができる。さらに高
さ制御溝（３１ａ）の少なくとも一つは、高さ制御突出部（４２２）が左右方向にだけ動
ける形状を有することができる。この目的で、高さ制御溝（３１ａ）の形状は四角錐であ
ってもよい。
【０１２４】
　さらに高さ制御溝（３１ａ）の少なくとも一つは、高さ制御突出部（４２２）が全方向
に動ける形状を有することができる。この目的で、高さ制御溝（３１ａ）の形状は、図の
実施形態に示したように円柱溝であってもよい。
【０１２５】
　前述のようにこの構成により、昇降モジュール（１００）の昇降装置（４００）を移動
させることにより、昇降チャック（３０）の高さを制御する際に、昇降チャック（３０）
は自由に移動することができる。例えば、高さ制御突出部（４２２）の形状に対応する形
状を有する高さ制御溝（３１ａ）に挿入される高さ制御突出部（４２２）に対して、昇降
チャック（３０）の高さを制御する際に、昇降チャック（３０）は自由に移動することが
できる。
【０１２６】
　前述のようにこの構成により、昇降チャック（３０）、あるいは昇降チャック（３０）
の補助取付部材（３１）が、昇降装置（４００）に含まれる昇降部材（４２０）の磁性部
材（４３０）により供給される磁力により昇降部材（４２０）に固定されても、昇降チャ
ック（３０）の高さは容易に制御することができる。
【０１２７】
　さらに図１２に示したように、本発明の昇降チャック（３０）と昇降装置（４００）の
間に特定の間隙（Ｄ）を与えるために、昇降チャック（３０）の補助取付部材（３１）は
、特定の間隙（Ｄ）を持って昇降装置（４００）の昇降部材（４２０）に固定することが
できる。
【０１２８】
　前述したように、この構成により、昇降チャック（３０）は自由に移動することができ
る。従って、昇降チャック（３０）、あるいは昇降チャック（３０）の補助取付部材（３
１）が、昇降装置（４００）に含まれる昇降部材（４２０）の磁性部材（４３０）により
供給される磁力により昇降部材（４２０）に固定されても、昇降チャック（３０）の高さ
は容易に制御することができる。
【０１２９】
　明らかにし、かつ上記に述べたように、昇降モジュールおよび昇降モジュールを使用し
た昇降装置は、簡単な構造でＬＣＤあるいはＬＥＤなどのパネル部材を上下に直接移動さ
せることができ、パネル部材の高さを制御することができ、高さ状態を維持している重量
のあるパネル部材を高精度で扱うことができる。
【符号の説明】
【０１３０】
１０　　　昇降装置
３０　　　昇降チャック
３１ａ　　高さ制御溝
２００　　固定部材
２２０　　シャフト部材
２２２　　ストッパ部材
２３０　　案内部材
３１０　　回転部材
３３０　　第二の連結部材
２０　　　装置基部
３１　　　補助取付部材
１００　　昇降モジュール
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２１０　　基底部材
２２１　　シャフト支持部材
２２３　　ストッパ支持部材
３００　　回転装置
３２０　　第一の連結部材
４００　　昇降装置
４１０　　昇降部材
４２０　　昇降部材
４２１　　磁石支持部材
４２２　　高さ制御突出部
４３０　　磁性部材
５００　　駆動装置
５１０　　ロータ
５２０　　ステータ
６００　　回転連結部材
６１０　　固定円環部材
６２０　　回転円環部材
７００　　昇降連結部材
７１０　　固定部材
７２０　　可動部材
８００　　測定装置
８１０　　手動の調整ユニット
８１１　　調整ユニット支持部材
８２０　　エンコーダ
８３０　　スケール部材
９００　　落下防止装置
９１０　　落下検出センサ
９２０　　落下検出センサ
９３０　　クランプユニット
９３１　　クランプユニット支持部材
９３２　　クランプ部材
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